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本日のプログラム本日のプログラム本日のプログラム本日のプログラム    

� 今週の歌；「四つのテスト」 

� 3分間スピーチ；森井茂治君 

� 卓話；上野克己君 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告    

例会日 会員数 出席者 MU 出席率 

1/15 38(7) 23(3) 1 70.59% 

1/8 38(7) 25(3) 0 73.53% 

12/18 38(7) 23(3) 0 67.65% 

（ )内は出席免除会員 

 

今週の歌今週の歌今週の歌今週の歌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定                    

� 1 月 29 日(木) 家族親睦会 なんばグランド花月鑑賞と会食（六覺燈 ろっかくてい） 

    14 時なんばグランド花月集合  会食のみ 17 時 15 分六覺燈集合 

� 2 月 5 日(木) 卓話；田中正章君 

� 2 月 11 日(水祝) 地区正常化する会 

� 2 月 12 日(木) 3 分間スピーチ；坂ノ上卓也君  卓話；松澤政彦君  

� 2 月 13 日 14 日(金土)  PETS 

� 2 月 14 日(土) 次年度ロータリー財団資金管理セミナー 

� 2 月 19 日(木) 3 分間スピーチ；寺田廣美君   卓話；豊田圭郎君 

� 2 月 26 日(木) 3 分間スピーチ；遠藤特一君   卓話；猪阪成宏君 

� 3 月 1 日(日) 石川清掃 

� 3 月 5 日(木) 石川清掃に例会変更 

四つのテスト 

真実かどうか 

みんなに公平か 

好意と友情を深めるか 

みんなのためになるかどうか 

ビジター・ゲスト歓迎の歌 

Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ ｏｕｒ ｃｌｕｂ ｍｅｅｔｉｎｇ 

Ｗｅｌｃｏｍｅ ｏｕｒ ｍａｎｙ ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ｆｒｉｅｎｄｓ 

今日の一時 どうぞごゆっくり 
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委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

●親睦委員会･･･横山素夫君 

 

 

会長の時間会長の時間会長の時間会長の時間････････････豊岡豊岡豊岡豊岡    敬敬敬敬会長会長会長会長    

先程の 3 分間スピーチ、小寺会員は忘れられていたようですが、突然のことであっても見事な

スピーチをされました。私ではできない真似であります。流石、富田林ロータリークラブの先輩

はすごいですね。 

 

先日、長期派遣学生としてオーストラリアに留学をしています、石田萌々栞さんから報告書が送

られてきました。丁度、年末年始を挟んで、クリスマスもありますし、留学生にとっては一番楽

しい季節なのだと思います。彼女からの報告書の文面からもそれが伝わってくるように感じまし

た。クリスマスイブには、ニューキャッスルのビーチに泳ぎに行ったそうです。クリスマスイブ

に泳ぎに行くなんて、やはり南半球で季節が逆だからなのですね。彼女にとっても良い想い出に

なったのではないかと思います。石田さんは、オーストラリアということで、他の派遣学生より

も早く渡航しておりますので、その分、帰国も早くなります。まだ帰国する航空便は分ってはい

ませんが、3 月 10 日（火）に帰国すると連絡がありました。派遣当初は、英語に自信を持てな

くて、ホストファミリーも随分と心配をされたようですが、現在では充実した留学生活を送って

いるようです。たくましく成長して帰国されることを期待しております。 

 

大阪府警察本部府民安全対策課というところから、富田林ロータリークラブに対してお願いの要

請がありました。小学生の登下校を見守るボランティアが高齢化しており、特に下校時の見守り

が手薄になっているそうです。学校からの下校時に事件や犯罪に巻き込まれることが多いようで、

府警としては、大学の学生ボランティアを組織して、小学生の通学を見守ってもらおうとの作戦

を考えたそうです。まず最初に、和泉市にある桃山学院大学にお願いして、パトロール隊を組織

したそうです。そして、第二弾として、大阪大谷大学と話を進めているそうです。そして、錦織

小学校の登下校の見守りをお願いするそうです。それで、学生さんたちが着るユニフォームを作

成したいので、協力をお願いできないか？ということでした。ユニフォームが無いと、「あのお

兄さん、お姉さんたちは何？」ということになってしまうからだそうです。桃山学院さんの時は、

和泉のソロプチミストに協力をして頂いたそうです。前回の理事会にて承認を頂き、マルマサさ

んで作成してもらったものを現物支給するということになりました。それで、お願いがあるので

すが、1 月 29 日（木）に大阪大谷大学で出発式を行うそうであります。警察からは、その時に

富田林ロータリークラブから目録の贈呈をして頂けないかということでありました。その日は、

クラブの親睦行事で皆さん「なんばグランド花月」に行くことになっています。吉本に行かれな

い方で、2 時か 3 時頃に大谷大学に行ける方がありましたら、ロータリークラブの代表として目

録贈呈をお願いしたいと思います。 
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日本創生会議の「増田レポート」の中で、「消滅可能性都市」というのが取り上げられました。

今後、2040 年までに 20 歳～39 歳の若い女性の人口が半減以上する自治体は、自治体としての

機能を維持することが出来ないとして、消滅可能性都市として定義されたそうです。実は富田林

ロータリークラブのテリトリーは、3 つとも消滅可能性都市となっているそうで、富田林市が若

い女性の人口が 58.1％減少、河南町が 58.1％、千早赤阪村が 73.5％となっているそうです。お

隣の河内長野市も 59.8％で、我々の仲間であります。限界集落とか、島根県や鳥取県といった地

方の話かと思っていたのですが、我々の地元も結構な危険領域に入りつつあるようです。日本全

体として人口が減少していく中では、寝に帰るだけのベッドタウンでは衰退の一途を辿るだけで

す。地域に仕事があり、住むのも、遊ぶのも地元でないと、その地域の将来はありません。地域

の在り方で武器になるのが、学校だと思います。富田林、南河内では、芸大や大谷大学が若者を

引き付ける求心力になります。問題は、学校卒業後に他の地域に行ってしまうことです。地元に

働く場所や遊ぶ場所があれば、若い人が地元に定着をしてくれます。私の勝手な妄想では、若い

人が沢山住み、仕事をし、遊ぶ、富田林がアメリカニューヨークのソーホーのようになればと思

います。 

 

 

MAKE  UPMAKE  UPMAKE  UPMAKE  UP    

★豊澤ガバナーエレクト国際協議会壮行会（1 月 12 日）松澤君 

★クラブ雑誌・公共イメージ・広報委員長会議（1 月 17 日）松澤君 

 

 

ニコニコニコニコニコニコニコニコ        

☺豊岡君 長期派遣学生の石田さん、オーストラリアで元気にしているようです 

☺中禮君 ロータリーバッジ、車の中で散歩中です 申し訳ございません 

小計 12,000 円 

 

月例月例月例月例ニコニコニコニコニコニコニコニコ        

☺中禮君 誕生日 

小計 5,000 円 合計 17,000 円 累計 1,325,611 円 
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卓話･･･卓話･･･卓話･･･卓話･･･北岡北岡北岡北岡    満君満君満君満君    

歴史的変革期を迎える日本の最新の法制度について 

―― キーワードは社会の成熟・国民主権の実質化である。 

1. 憲法解釈の変遷について 

集団的自衛権について(憲法 9 条の改正論議)政府が新しい解釈をするようになった。憲法解

釈について重要な変遷である。 

従来の解釈  日本に対する急迫不正の侵害があったとき → 実力行使  

変更後の解釈 日本と密接な関係にある外国が攻撃されたとき → 実力行使 

 

2. 刑事法における変遷 

刑事手続法における実務運営の在り方の根底からの変革 

① 公判における変革 

従前「日本の刑訴は絶望的」「ガラパゴス的」と言われてきた日本の司法が → 調書中

心主義から公判中心主義へと重要な変革へ舵を切った 

→ 裁判員裁判の導入が大きなきっかけとなった 

(裁判官の役割も国民に対する説得力を備えた審判の担い手に) 

② 捜査における変革 → 取調べの可視化・接見交通権の確保・ 

被疑者国選弁護の拡大(弁護人との自由な接見交通を前提とし 

た取り調べとなる) 

新しい捜査手法の取り入れ → 司法取引(刑事免責制度)・広範囲の通信傍受・街頭ビデ

オ・デジタルフォレンジック・エントラップメント(お

とり捜査)などが導入を検討されている 

3. 民事法における変遷 

① 総則・物権の分野 → 成年年齢の引き下げ・共有物の取り扱い(老朽化マンションの建 

  替えの円滑化法の成立－5 分の 4 の議決にて可) 

② 債権法における課題 → 消滅時効年限の改革・第三者保証の制限 

③ 相続制度の課題 → 配偶者の居住権の保護・配偶者の貢献に応じた遺産の分配につい         

 ての検討 

 

4. 営業秘密の保護 → 特許権(表)に対し、営業秘密として保護を受けるべき権利(裏)を保護する 

制度がスタートした。 

不正競争防止法２条・営業秘密の保護 

 

5. 競争原理の保護が具体的に適用をされてきた 

独占禁止法 ― 公正かつ自由な競争(官製談合の摘発) 

下請け法の厳正かつ的確な執行 

 

6. 消費者法制→景表法が改正され不正表示に対し課徴金制度がスタートした。 

 

7. 投資運用に関する一般投資家保護の強化が検討されている 


